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改定の背景 
 
国土交通省では、所管公共事業の評価結果の信頼性を一層高める観点から、費用便

益分析に係る計測手法、考え方などの整合性の確保、手法の高度化を図る上で、各事

業分野において共通的に考慮すべき事項について、「事業評価手法検討部会」（部会長：

森地茂 東京大学大学院教授（当時）、平成 14 年 10 月設置）において検討を行い、

平成 16 年 2 月に「公共事業評価における費用便益分析に関する技術指針」（以下、本

指針）を策定した。 
平成 19 年 1 月に、既往研究の蓄積状況や諸外国の状況等を踏まえ、本指針策定時

の課題について検討を行うべく、「公共事業評価手法に関する検討会」（座長：山内弘

隆 一橋大学大学院商学研究科科長（当時））を設置した。当検討会での議論を踏まえ、

平成 20 年 6 月にＣＯ２削減効果の貨幣価値原単位及び支払意思額による生命の価値

について、「事業評価手法検討部会」において検討を行い、本指針を改定した。 
平成 20 年 7 月に検討体制を再編し、「公共事業評価手法研究委員会※」（委員長：森

地茂 政策研究大学院大学教授）および「公共事業評価手法研究委員会分科会※」（分

科会長：山内弘隆 一橋大学教授）を設置した。 
平成 20 年 8 月 8 日の総務省「公共事業の需要予測等に関する調査結果に基づく勧

告」を受け、公共事業評価における需要予測等に関して情報開示する具体的内容につ

いて、「公共事業評価手法研究委員会」において検討を行い、本指針を改定した。 
今回、令和 5 年 5 月、6 月に社会的割引率の設定の在り方について、「公共事業評価

手法研究委員会」において検討を行い、本指針を改定した。 
（※委員名簿については巻末に記載） 
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第１章 本指針の考え方 
 

第１節 目的 
 

○本技術指針は、事業評価における費用便益分析の実施に係る計測手法、考え方など

に関して各事業分野において共通的に考慮すべき事項について定めたものである。 

 

（背景及び目的） 
・新規事業採択時評価における事業の投資効率性を評価する費用便益分析につい

ては、各事業分野における計測手法、考え方等の整合性を確保するために、平

成 11 年 3 月に旧建設省が「社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一

的運用指針」、旧運輸省が「運輸関係社会資本の整備に係る費用対効果分析に関

する基本方針」を策定した。 
・この指針等に基づいて、各事業所管部局等は、事業の特性を踏まえ費用対効果

分析のためのマニュアル等を策定し、新規事業採択時評価等に活用してきたと

ころである。 
・一方で、現在、各事業分野において実施されている費用対効果分析のうち費用

便益分析については、便益や費用の計測手法、計測に当たって使用している原

単位等、類似事業間において整合が図られていないものが見られる。 
・本技術指針は、国土交通省所管公共事業の評価結果の信頼性を高める観点から、

費用便益分析に係る計測手法、考え方などの整合性の確保、手法の高度化を図

る上で考慮すべき事項について定める。 
  



 

- 2 - 

第２節 位置づけ 
 

○各事業所管部局等は、費用便益分析の計測手法等を定める場合、この指針の内容と

整合を図る。 

 
（本技術指針に基づく費用便益分析の実施） 
・各事業所管部局等は、事業の特性を踏まえ、事業評価のための費用便益分析に

係るマニュアル等を定める場合は、本技術指針の内容を十分に踏まえる。 
・既に、マニュアル等を定めている場合は、本技術指針の内容を踏まえ、整合性

に留意しつつ、各事業特性に応じた必要な検討を行い、適宜、見直す。 
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第２章 費用便益分析の基本的留意事項 
 
第１節 事業評価における費用便益分析 
 
第１項 新規事業採択時評価 

 

○新規事業採択時評価における費用便益分析は、事業全体の投資効率性を評価する。 

 

（新規事業採択時評価における費用便益分析の考え方） 

・新規事業採択時評価における費用便益分析は、「事業を実施する場合（with）」
と「事業を実施しない場合（without）」を比較して行い、事業全体の投資効率

性を評価する。 
 

第２項 再評価 

 

○再評価における費用便益分析は、原則として、「残事業の投資効率性」と「事業全

体の投資効率性」の両者による評価を実施する。 

 

（再評価における費用便益分析の考え方） 

・再評価における費用便益分析としては、事業継続による投資効率性を評価する

「残事業の投資効率性」と、事業全体の投資効率性を評価する「事業全体の投

資効率性」の２つの考え方がある。 
・前者は、投資効率性の観点から、事業継続・中止の判断にあたっての判断材料

を提供するものであり、後者は、事業全体の投資効率性を再評価時点で見直す

ことによって、事業の透明性確保、説明責任の達成を図るものである。 
・「残事業の投資効率性」の評価にあたっては、再評価時点までに発生した既投資

分のコストや既発現便益を考慮せず、事業を継続した場合に今後追加的に必要

になる事業費と追加的に発生する便益のみを対象とし、事業を「継続した場合

（with）」と「中止した場合（without）」を比較する。 
・「事業全体の投資効率性」の評価にあたっては、再評価時点までの既投資額を含

めた総事業費と既発現便益を含めた総便益を対象とし、事業を「継続した場合

（with）」と「実施しなかった場合（without）」を比較する。 
・詳細については、「第６節 再評価における留意事項」参照。  



 

- 4 - 

第２節 費用便益分析で算定する評価指標 
 
○事業評価にあたっては、原則として費用便益分析を行い、事業の投資効率性を評価

する。 

○事業の投資効率性を様々な視点から判断できる環境を整え、事業評価結果の透明性

を高めるため、純現在価値、費用便益比、経済的内部収益率の３指標を示す。 

○費用便益分析の実施にあたっては、常に最新のデータを用いるよう努める。また、

費用便益分析の結果は社会経済情勢等の変化の影響を受けることから、これにより

算定に係る条件設定やデータ等を見直す必要がある場合は、適宜、費用便益分析結

果を見直す。 

○また、算定に係る条件設定やデータ等について比較のための値を設定する場合

は、それに対応する費用便益分析結果を併せて示す。 

 
（評価指標の種類） 

・費用便益分析の評価指標としては様々なものが考えられるが、一般的に純現在

価値（NPV:Net Present Value）、費用便益比（CBR:Cost Benefit Ratio 「B/C」

と表記されることが多い。）、経済的内部収益率（EIRR:Economic Internal Rate 
of Return）が用いられている。 

 
表 2-1 費用便益分析の主な評価指標と特徴 

z 定義 特徴 
純現在価値 
(NPV: Net Present  
 Value) 

□ (□□ − □□)(1 + □)□□□
□

□□□
 

・事業実施による純便益の大きさを比較できる。 
・社会的割引率によって値が変化する。 

費用便益比 
(CBR:Cost Benefit  
 Ratio) 
※以下、B/C と表記 

□□□ (1 + □)□□□⁄□

□□□
 

□□□ (1 + □)□□□⁄□

□□□
 

・単位投資額あたりの便益の大きさにより事業の投

資効率性を比較できる。 
・社会的割引率によって値が変化する。 
・事業間の比較に用いる場合は、各費目（営業費用、

維持管理費用、等）を便益側に計上するか、費用

側に計上するか、考え方に注意が必要である。 
経済的内部収益率 
(EIRR: Economic 
Internal Rate of 
Return) 

□ □□ − □□(1 + □□)□□□
□

□□□□□
 

となる i0 

・社会的割引率との比較によって事業の投資効率性

を判断できる。 
・社会的割引率の影響を受けない。 

ただし、n：評価期間、Bt：t 年次の便益、Ct：t 年次の費用、i：社会的割引率 
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（費用便益分析結果の取り扱い） 
・事業評価は、事業の投資効率性や波及的影響、実施環境といった多様な視点か

ら総合的に行うべきものである。 
・その中で、ある事業がその投資に見合った成果を得られるものであるかどうか

を確認することが重要であることから、事業評価にあたっては原則として費用

便益分析を行い、事業の投資効率性を評価し、その結果を事業採択時の判断材

料の一つとして活用する。 
・その際、投資効率性について、純現在価値、費用便益比、経済的内部収益率の

３指標を示す。 
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第３節 共通事項 
 
第１項 社会的割引率 

 

○社会的割引率は、全事業において当面４％を適用する。 

○ただし、最新の社会経済情勢等を踏まえ、比較のために参考とすべき値を設定して

もよい。 

○社会的割引率の設定については、今後の研究事例等を参考としながら、必要に応じ

てその見直しを行う。 

 

（社会的割引率の考え方） 

・社会的割引率の設定については、理論的には、①資本機会費用により設定する

方法と②社会的時間選好により設定する方法が考えられるが、実務的には、②

の考え方に基づき社会的割引率を設定することは困難である。 
・そこで、現在、課題はあるものの、①の考え方に基づき、市場利子率を参考に

社会的割引率が設定されている。 
・具体的には、平成 16 年（2004 年）の本技術指針策定時における過去複数年に

わたる国債等の実質利回りを参考値として、社会的割引率を 4%と設定してい

る。 
・なお、国債は我が国における代表的なリスクの少ない債券である。現状の費用

便益分析においては、社会的割引率の中でリスクを考慮していないので、国債

の実質利回りが参考値として用いられている。また、国債の実質利回りは、政

府の資金調達コストを表しているとも考えられる。 
・社会的割引率については、参考値として用いられている国債等の実質利回りが

物価等の影響を受け変動することや、諸外国において社会的時間選好に関する

研究の蓄積等により社会的割引率の設定が変更されていること等、最新の社会

経済情勢等を踏まえ、参考比較のための値を設定してもよい。その値の適用は

設定時点以降とする。 
・参考比較のための値は平成 15 年（2003 年）～令和４年（2022 年）の期間の国

債の実質利回りを踏まえた 1%、及び、平成５年（1993 年）～令和４年（2022
年）の期間の国債の実質利回りを踏まえた 2%を標準とし、令和５年度（2023
年度）以降に適用する。 
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表 2-2 過去の国債の実質利回り 

 国債(10 年もの)名目利回り 
平均 

国債(10 年もの）実質利回り 
平均 (GDP ﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ割戻後） 

H3～H7* 
(1991～95) 

4.09％ 3.91％ 

S61～H7* 
(1986～95) 

4.78％ 3.85％ 

H5～H14 
(1993～2002) 

2.23％ 3.10％ 

S58～H14 
(1983～2002) 

3.95％ 3.52％ 

H25～R4 
（2013～22） 

0.19% -0.45% 

H15～R4 
（2003～22） 

0.73% 0.96% 

H5～R4 
（1993～2022） 

1.23% 1.58% 

＊「運輸関係社会資本の整備に係る費用対効果分析に関する基本方針（平成 11 年３月 運輸省）」

における参考値 
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＜参考：海外の費用便益分析において適用されている社会的割引率の設定＞ 

 
・海外の費用便益分析において適用されている社会的割引率の設定の状況は、表 2-3

に示す通りである。 
 

表 2-3 海外における社会的割引率の値 

国名 社会的割引率 出典 

イギリス 3.5％ 
(2003 年～) 

THE GREEN BOOK Appraisal and Evaluation in Central 
Government, 2013 H.M. Treasury Guidance 

ドイツ 1.7% 
（2016 年～） 

Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure, 
Methdology Manual for the Federal Transport Infrastructure 
Plan 2030, 2016 

フランス 4.5% 
（2013 年～） France Strategie : Discount rate in analysis, 2017 

スウェーデン 3.5% 
（2012 年～） 

Trafikverket:analysmetod och samhäflsekonomiska 
kalkyivärden för transportsektom ASEK 7.0, 2020 

ニュージー 
ランド 

5～6% 
（2020 年～） 

NZ Treasury :Discount Rates, 2022,  
NZ. Treasury :Guide for departments and agencies using 
Treasury’s CBAx tool for cost benefit analysis,2022 

アジア開発 
銀行 

6%～9％ 
（2017 年～） 

Asian Development Bank :Guidelines for the Economic Analysis of 
Projects, 2017 
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第２項 残存価値 

 

○残存価値を計上する場合は、理論的な考え方に則り、評価期間以降に発生する純便

益を算定し、これを便益として計上する。 

○ただし、評価期間以降に発生する純便益を遠い将来にわたって計測することが実務

的に困難な場合は、非償却資産については取得時の価格等によって、償却資産につ

いては企業会計の減価償却の概念の援用等によって求めた評価期間末の資産の額

を残存価値としてもよい。 

○なお、事業の評価期間末において、非償却資産や耐用年数に達してないなどにより

十分な価値を有する償却資産が残る場合は、その資産を残存価値として計上しても

よい。 

 

（残存価値の考え方） 

・残存価値は、理論的には以下の式、すなわち、評価期間以降も施設が永久に継続す

る場合の純便益によって与えられる。 

□ (□□ − □□)(1 + □)□□□
□

□□□□□
 

ただし、T：評価期間、r：社会的割引率、Bt：t 年次の便益、Ct：t 年次の費用 

 
（残存価値の取り扱い） 

・公共事業によって整備される施設は、一般的に評価期間以降も適切な維持管理

によってその施設としての価値を発揮し続けると考えられることから、当該事

業の評価期間末における残存価値を計上する場合は、理論的な考え方に則り、

評価期間以降に発生する純便益を算定し、これを便益として計上する。 
・ただし、評価期間以降に発生する純便益を遠い将来にわたって計測することが

実務的に困難で、残存価値が無視できないほど大きい場合は、以下のような方

法で評価期間末における資産額を求め、それを残存価値としてもよい※1)。なお、

 
※1)  なお、土地の取得価格や減価償却の概念の援用により残存価値を算定する等の方法は、「評価期

間以降に発生する純便益」の算定が困難な場合に、代替的に適用されるものである。従ってこの

場合においても、前提となる考え方は「評価期間以降も施設を供用し続ける」というものである

ため、評価期間末における施設の除却費用等を考慮する必要は特にない。 

 一方、第６節に示す「再評価」の中止ケースにおいては、実際に中止するシナリオに基づき、必

要な費用等を評価に反映させる必要がある。従って、そのシナリオにおいて施設の除却費用等が

発生する場合は、それを適切に考慮しなければならない。 
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このような方法を用いる場合は、その旨を明記する。 
・土地等の非償却資産については、一般的に評価期間末の価値の想定が困難であ

るため、取得時の価格に基づき残存価値を算定する。 
・ただし、土地の造成や埋め立てなどが行われ、土地の資質の改善・新たな用地

の造成がなされた場合には、便益との二重計上に留意しつつ、評価時点での実

勢価格等を参考に評価期間末の価格を想定し、残存価値を算定する。 
・償却資産については、当該施設（資産）の耐用年数経過時の残存価値を適切に

設定する（例えば、企業会計の減価償却の概念を援用した定額法等）。 
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第３項 評価の対象期間等の設定 

 

○評価の対象期間は、耐用年数等を考慮して定める。 

○現在価値化の基準時点は、評価を実施する年度とする。 

 

（評価の対象期間の設定の考え方） 

・費用便益分析の評価の対象期間は、対象となる社会資本の事業実施期間に耐用年数

を考慮した供用期間とする。 

 
（現在価値化の基準時点の考え方） 

・現在価値化の基準時点は、理解の容易さを考慮し、評価を実施する年度とする。 
・このとき、費用、便益算定の原単位等は、物価変動分を除去するため、現在価値化

の基準年度の実質価格に変換する。 
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第４節 費用の計測 
 

○費用は、事業の特性を踏まえ、用地費、補償費、建設費等、適切な費用の範囲を設

定し、適切な手法に基づいて現在価値化を行う。 

○また、費用に計上されない事業費が存在する場合は、その費目、さらに計上しない

理由などを明示する。 

 
（費用の計測の考え方） 

・用地費、補償費、建設費、維持管理費※1)等費用は、事業の特性を踏まえ、可能

な限り、評価の対象期間に発生するものを計上するとともに、その発生する時

期を明確にする。 
・新規事業採択時評価における費用便益分析の費用は、評価を実施する年度にお

ける価値に現在価値化した上で、計算期間の費用を算出する。なお、再評価時

においては、「第６節 再評価における留意事項」に従い費用を計上する。 
・評価の対象期間に費用として発生することが想定されるが、別の事業として取

り扱われている場合や、事前の想定が困難な場合など、何らかの理由により費

用便益分析の費用として計上しない場合は、その費目、さらに計上されない理

由を明らかにする。 
  

 
※1)空港整備事業や都市・幹線鉄道整備事業における維持運営費等は、供給者の収益から支出されてい

ることから、負の供給者便益として計上する。 
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第５節 便益の計測 
 
第１項 便益計測の考え方 

 

○便益の計測に当たっては、強い外部性を有するとされているものも含めて事業実施

による効果を網羅的に整理し、これらの効果について、消費者余剰分析法、ヘドニ

ック法などの各便益計測手法の特性を踏まえて、可能な限り貨幣化を行い、便益を

整理するものとする。その際、便益を重複して評価しないように留意する。 

○便益計測にあたり、各種原単位等の設定の考え方を明らかにし、各事業分野で共通

的に用いることが適当なもの、類似事業分野で各種原単位等設定の考え方の整合を

図ることが適切なものに分類し、その考え方や設定方法について事業分野間の整合

を図る。 

 
（計測すべき便益の範囲） 

・事業実施によって発現することが予想される効果については、主たる効果を網

羅的に列挙することとし、列挙された効果は、できる限り貨幣価値化し、便益

として計上する。 
・各種原単位等については、その値が社会的に見て常識の範囲内にあるかどうか

を確認する。 
（各種原単位等の取り扱い） 

・国土交通省所管公共事業の評価を行う上で、事業分野間の整合を図るため、全

事業分野で共通的に用いることが適当なもの（例：経済成長率、人口、社会的

割引率等）、類似事業分野で整合性を図ることが適当なもの（例：時間価値、人

的損失額、環境質削減の価値等）について、それらの考え方や設定方法などの

整合を図る。 
・技術的外部（不）経済効果については、代替法、旅行費用法、ヘドニック法、

CVM（仮想的市場評価法）などの手法を用い、可能な限り貨幣換算するととも

に、貨幣換算が困難な場合でも、可能な限り定量的評価を行う必要がある。定

量的評価が困難なものについても、分かりやすい指標などを用いて定性的な評

価を行う等、効率的で効果的な評価の実施に留意する必要がある。このため、

これらの評価実績を蓄積し、類似事業間における各種原単位の適用について考

え方を整理し、それらの考え方や設定方法などについて整合を図る。 
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第２項 各種便益原単位の設定の考え方 

 
以下では、時間価値、人的損失額、環境質の便益原単位の設定の考え方について述べる。 

 
（１）時間価値 

 

○便益計測に時間価値を用いる場合は、需要予測手法や入手可能なデータに応じて、

利用者特性等を反映した適切な手法を用いて時間価値を設定する。 

○時間価値は、以下の方法によって設定する。 

①時間価値が需要予測モデルから「選好接近法」によって内生的に導出される場 

合は、既存計測事例等に照らしてその時間価値の妥当性が確認されれば、それ 

を便益計測に適用する。ただし、「選好接近法」により導出された時間価値の 適

用に課題がある場合には、その理由を明らかにした上で「所得接近法」や既 存

計測事例に基づく時間価値を適用してもよい。 

②時間価値が需要予測モデルから導出されない場合は、「所得接近法」や「機会 費

用法」により時間価値を設定し、その時間価値を便益計測に適用する。なお、 需

要予測に時間価値を適用する場合は、その値を便益計測に適用する。ただし、 利

用者特性等から、より適切な時間価値が設定可能な場合には、その理由を明 ら

かにした上で、その値を便益計測に適用してもよい。 

○また、時間価値は利用者特性等を反映して異なる値となることを踏まえて、その算

定方法や根拠データ、既存計測事例等に照らし、適用する時間価値としての妥当性

を確認する。 

○さらに、時間価値については、最新のデータを用いて数値の更新を行う。 

 

（時間価値の取り扱い） 
・便益計測に時間価値を用いる場合は、需要予測手法や入手可能なデータに応じ

て、利用者特性等を反映した適切な手法を用いて時間価値を設定する。 
・なお、将来の時間価値について、ＧＤＰ成長率を乗じて算定しているイギリス

のケースもあることから、取り扱いについて今後とも検討が必要である。 
・「所得接近法」または「機会費用法」を用いて時間価値を算定する場合は、以

下の点に留意する。 
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＜人の時間価値＞ 

・人の時間価値を「所得接近法」により設定する場合、時間価値は利用者の賃

金率に依存するため、利用者の居住地や業種といった特性をできる限り反映

した賃金率を用いることが望ましい。 
・しかし、現実的には、各種交通データ等から交通利用者の業種まで特定する

ことは困難であり、また、需要予測の結果から、当該交通機関利用者の居住

地を特定することが容易でない場合等、適切な時間価値を算出するために必

要なデータが得られない場合もある。 
・したがって、適切な時間価値を算出するために必要なデータが得られる場合

は、利用者特性を反映した時間あたり賃金（所得）を適用することとするが、

得られない場合は全国平均値を適用する。 
・なお、賃金率の算定にあたっては、最新の「毎月勤労統計調査年報」（厚生

労働省大臣官房統計情報部)を用いることを基本とする。その他根拠資料を用

いる場合は、その理由を明記する。 
 
＜貨物・車両等の時間価値＞ 

・貨物・車両等の時間価値を「機会費用法」により設定する場合、できる限り

その貨物特性や車両特性等を反映し、市場において取り引きされている価格

データ等を用いる。 
・ただし、それらの特性を把握することが困難である場合、また各種データの

入手が困難な場合は、全国平均値などを適用する。 
・具体的には、貨物・車両等のうち貨物の時間価値については、貨物の輸送時

間が短縮することにより、その短縮相当分だけ早く市場で取り引きされ、そ

の収益を新たな投資に回すことができることによる収益として、当該貨物の

価値額に単位時間あたりの金利を乗じることにより求める。 
・また、車両等の時間価値については、移動時間の短縮により、自動車保有者

が当該車両等を別の余暇機会や営業機会に充当することができるものとし、

単位時間あたりレンタル・リース価格などの価格を適用する。 
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＜選好接近法＞ 

・需要予測モデル（交通機関選択モデル、経路選択モデルなど）が時間と費用

に関する説明変数を同時に考慮している非集計モデルの場合は、時間の限界

効用と費用の限界効用の比率から時間価値を導出することができる。 
・このような考え方に基づき、時間価値を設定する方法を「選好接近法」と呼

び、時間価値は時間の節約を獲得するのに犠牲にしてもよいと考える金額と

節約時間の関係を表したものである。 
・時間価値は、交通機関選択または経路選択行動データより推計される個人の

効用関数の時間と費用に係るパラメータの比率で算定される。 
・たとえば、交通機関選択または経路選択行動データより推計される個人の効

用関数 U が次式のように定義されると仮定すると、時間価値は、時間の限界

効用と費用の限界効用の比率、すなわち限界代替率(b)で与えられる。 
□ = □・□＋□・□＋ … …（a）  
ただし、 U：効用 

T：時間 
C：費用 
α、β：パラメータ 

時間価値 =
□□□□□□□□

= □□…（b） 

・なお、便益は、ログサム変数※を用いて算定される一般化費用により計測され

る。 
※ログサム変数とは、複数の選択肢における最大効用の期待値であり、その一般式は、以下の

通りである。 

□□□□ = 1□□□□□ □□□□□□ = 1□□□□□ □□・□□□□□□ 
ただし、 LSij ：ゾーン ij 間のログサム変数の貨幣換算値（円） 

   Vijm ：ゾーン ij 間の交通機関あるいは経路 m の効用 

   GCijm ：ゾーン ij 間の交通機関あるいは経路 m の一般化費用（円） 

   θ ：効用関数の費用にかかるパラメータ 
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＜所得接近法＞ 

・所得接近法とは、節約される時間を所得機会（労働）に充当させた場合に得

られる所得の増分をもって時間価値とする方法である。したがって、この場

合の時間価値は、利用者の時間あたり賃金（賃金率）をもって算定される。 

・賃金率は、就業者の業種や居住地域等によって異なるため、これらの利用者

の特性を踏まえて設定することも考えられる。 

・賃金率を算定するにあたっての統計資料としては、「毎月勤労統計調査年報」

（厚生労働省大臣官房統計情報部)等が用いられる。なお、「国民経済計算年

報」に基づく国民所得は、労働者の賃金以外の所得（財産所得※、企業の営業

余剰等）も含まれるため、賃金率算定のデータとしては適切ではない。 

※財産所得とは、金融資産あるいは土地などの資産を賃借することから生じる所得（利子、配当、賃貸料） 

 

＜機会費用法＞ 

・機会費用とは、ある選択肢を選択する際に、その他の対案の中で最も高い収

益が得られる選択肢の収益として定義される。 

・貨物の機会費用は、貨物の輸送時間が短縮することにより、その短縮相当分

だけ早く市場で取り引きされ、その収益を新たな投資に回すことができる、

といった解釈に基づくものであり、貨物にかかる金融コスト（金利）から計

測するのが一般的である。 

 

（単位重量あたりの時間価値） 

＝（単位重量あたりの貨物価値額）×（金利÷365 日÷24 時間） 

 
・このとき、輸送貨物の特性（品目・品類）により単位重量あたりの貨物の価

値額が異なる（例えば、精密機械とゴム製品）ことから、輸送貨物の特性に

応じて時間価値を設定する必要がある。 
・また、輸送手段である車両等も時間価値を有している。これについては、移

動時間の短縮により、家計や企業あるいは運送事業者等の自動車保有者が、

当該車両等を追加的な余暇機会や営業機会に充当させると考え、レンタル・

リース価格などの市場価格を適用する方法などがある。 
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（２）人的損失額 

 

○便益計測に人的損失額を用いる場合は、「逸失利益」、「医療費」、「精神的損害」

を基本構成要素として人的損失額を算定する。 

○「逸失利益」は、被害者の収入に基づき算定されるため、収入の違いを適切に反映

する必要があるが、現実的には、被害者を特定できないことが多い。そのため、事

業実施により影響を受ける地域レベルの平均的な収入データの適用が望ましい。算

定方法としては、ライプニッツ方式を用いる。ただし、被害者の属性を考慮した逸

失利益が、保険・裁判等により算定されている場合は、これを用いてもよい。 

○「医療費」は、災害・事故等による傷害の程度で大きく異なるが、災害・事故の規

模やそれに伴う傷害の程度を事前に予測することは困難なため、過去の類似事故・

災害事例等の実績データから平均的な「医療費」を設定する。 

○「精神的損害」は、「支払意思額による生命の価値」をもとに設定することを基本

とし、これまでの国内の研究実績・成果の蓄積状況、海外での設定状況を踏まえ、

当面、226 百万円／人（死亡）を適用するが、今後、必要に応じて見直しを行う。 

○ここで設定された値は、現時点で、国土交通省所管の公共事業の評価において適用

することが妥当と判断されたものであり、他の分野にそのまま適用できるものとは

限らないことに留意する必要がある。 

 
（人的損失額の考え方） 
・人的損失額とは、財産的損害額と精神的損害額により構成される。このうち、

財産的損害額は、逸失利益と医療費により構成される。 

 

図 2-1 人的損失額の構成 

  

人的損失額

財産的損害額

精神的損害額

逸失利益

医療費
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（逸失利益（財産的損害）の考え方） 

・逸失利益とは、被害にあっていなければ得られたと考えられる将来の利益を示

す。 

・逸失利益算出の考え方（死亡時） 

①（年間収入－生活費）×死亡後の労働可能年数＝総収入額 

②純収入の総額を一時に請求する場合（一時金方式）、将来発生すべき収入を

現在入手しようとするため、その間の利息（いわゆる、中間利息（年５％；

民法 404 条））を控除 

・この中間利息控除の算定方式として、ライプニッツ方式（複利計算）を適用す

る。 

＜ライプニッツ方式＞ 

X = a × {1 − (1 + r)□□} r⁄  
ここで、 X ：逸失利益（現在価値化） 

a ：各期間ごとに発生する収入額（均等） 
n ：労働可能期間満了時（n 年後） 
r ：年利率（法定利率 5%） 

 
（支払意思額による生命の価値の考え方） 

・支払意思額による生命の価値は、一般的に、仮想的市場評価法（CVM）を用い

て、自分自身の死亡事故に遭遇する確率を低減させることに対する支払意思額

をアンケート調査で回答してもらうことにより計測される。 
・イギリス、アメリカ、ニュージーランド、スウェーデン等では、交通事故によ

る人的損失額を CVM により計測しており、イギリスやアメリカ等では、費用

便益分析のガイドラインに反映している。 
・国内では推定結果にややばらつきがあるものの、研究実績・成果が蓄積されつ

つある。2007 年には、「交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査研究

報告書」（内閣府）が取りまとめられ、精神的損害額を 226 百万円／人（死亡）

とした。これまでの国内の研究実績・成果の蓄積状況、海外での設定状況を踏

まえ、当面、この値を公共事業の事業評価に適用する。 
・自然災害や海難事故といった交通事故以外による人的損失については、突然、

死に直面する点で、交通事故の精神的損害額計測の考え方と共通していること

が確認された事業分野については、この値を適用することによる大きな問題は

ないと考えられる。なお、火災について、道路交通事故による死亡と同様のオ
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ーダーとなるといった計測結果（表 2-5 参照）も得られている。 
・なお、支払意思額による生命の価値については、死亡リスクと支払意思額の関

係、交通事故以外の分野への適用等の計測事例の蓄積や研究がさらに進められ

つつあることから、今後、交通事故以外による精神的損害への適用も含め、必

要に応じて、上記の値を見直すものとする。 
 

□CVM のアンケート調査 
自らの死亡リスクのみを 6/10 万から 3/10 万に削減できる安全グッズ（有料）を

仮想。安全グッズを使用するか否かを質問。アンケート調査より、死亡リスク削減

に対する支払意思額は 6,782 円。 
※安全グッズ：IC カードのようなもので、所持していれば歩行中・乗車中に関わ

らず、事故になる直前に車のブレーキが自動的にかかるもの。 
□支払意思額による生命の価値 

死亡リスク削減への支払意思額を死亡リスク削減分で除し、226 百万円/人と算定。 
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表 2-4 諸外国および内閣府（2007）における交通事故に関する 

人的損失の原単位の設定 
 イギリス アメリカ ニュージーランド 内閣府（2007） 
原 
単 
位 

精神的損害 179.724 百万円/人 293.405 百万円/人 228.5 百万円/人 
 

226 百万円/人 
逸失利益 94.233 百万円/人 96.635 百万円/人 15.496 百万円/人 
医療費 0.162 百万円/人 2.816 百万円/人 0.42 百万円/人 0.599 百万円/人 
合計 274.119 百万円/人 392.856 百万円/人 228.92 百万円/人 242.095 百万円/人 

時点 2004 年 2004 年 2006 年 2004 年 
精神的損害の 
計測方法 

面接調査を実施し、

支払意思額を計測 
支払意思額を計測した

様々な研究に基づく 
面接調査を実施し、支

払意思額を計測 
調査票によるアンケー

ト調査を実施し、支払

意思額を計測 
精神的損害の 
計測方法に 
関する出典 

Jones-Lee, M., 
Loomes, G., O’Reilly, 
D., and Philips, P. 
(1993) “The Value of 
Preventing Non-
Fatal Road Injuries: 
Findings of a 
Willingness-To-Pay 
National Sample 
Survey”, TRL 
Contractor Report 
330. 

U.S. Department of 
Transportation, 
National Highway 
Traffic Safety 
Administration (2002), 
“The Economic Impact 
of Motor Vehicle 
Crashes 2000” 
 
 

Miller T and Guria J 
(1991).”The value of 
statistical life in New 
Zealand: market 
research on road 
safety”, Ministry of 
Transport. 

内閣府（2007）「交通事

故の被害・損失の経済

的分析に関する調査研

究報告書」 

事業評価への 
適用 

適用されている 適用されている 適用されている － 

出典）諸外国の原単位等については、内閣府（2007）「交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査研究報

告書」より 
注）医療費：イギリス、アメリカおよびニュージーランドについては、救急費用を含む（イギリス：

"ambulance costs and the costs of hospital treatment"、アメリカ："Medical"および"Emergency 
Services"の合計、ニュージーランド："Medical"(Hospital/Medical およびEmergency/Pre-hospital)）。

内閣府（2007）については、救急搬送費および救急医療体制整備費を人的損失以外の損失として加算。 
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表 2-5 支払意思額による生命の価値の死因による違いの計測事例 

（道路の交通事故における支払意思額による生命の価値を 1 とする場合） 
 1998 年 2000 年 
鉄道事故 0.800 倍～0.834 倍 0.948 倍～1.003 倍 
自宅の火災 0.881 倍～0.926 倍 0.844 倍～0.890 倍 
自宅外の火災 0.921 倍～0.923 倍 0.911 倍～0.960 倍 

出典）Chilton, S., Covey, J., Hopkins, L., Jones-Lee, M., Loomes, G., Pidgeon, and N. Spencer, A. (2002): 
Public perceptions of risk and preference-based values of safety. Journal of Risk and Uncertainty25-
3, pp.211-232 

 
表 2-6 我が国における「支払意思額による生命の価値」の計測事例 

論文 
 

計測値（億円/人） 
代表値 範囲（下限－上限） 

山本・岡（1994） － （ 22.4 - 35.5 ） 
竹内・岸本・柘植（2001）    － （ 0.2 -   2.2 ） 
今長（2001） 4.6 － 
国土交通省道路局（2005） 1.6 － 
Tsuge, Kishimoto and Takeuchi（2005） 3.5 （ 2.1 -   5.1 ） 
Itaoka et al.（2005） － （ 1.03 - 3.44 ） 

参照資料） 
・山本秀一・岡敏弘（1994）「飲料水リスク削減に対する支払意思調査に基づいた統計的生命の価値の推定」

『環境科学会誌』、7（4）、289-301p 
・竹内憲司・岸本充生・柘植隆宏「表明選好アプローチによる確率的生命価値の推計」環境経済政策学会 2001
年大会報告論文、2001 年 9 月 29 日、京都国際会議場 

・今長久（2001）「道路交通事故の社会的損害額の推計」『道路交通経済』2001-7、No.96、98-105 
・国土交通省道路局・財団法人道路経済究所（平成 17 年 3 月）「道路交通における人身被害に伴う損失額推

計に関する調査研究」 
・Tsuge, T., Kishimoto, A., and Takeuchi, K. (2005) "A Choice Experiment Approach to the Valuation of 

Mortality," Journal of Risk and Uncertainty, vol.31(1), pages 73-95 
・Itaoka, K., Krupnick, A., Akai, M., Alberini, A., Cropper, M. and Simon, N. (2005) "Age, Health, and 

the Willingness to Pay for Mortality Risk Reductions: A Contingent Valuation Survey in Japan," 
Resources for the Future Discussion Paper 05-34 

出典）内閣府（2007）「交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査研究報告書」 
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（３）環境質の価値 

 

○環境質に係る要素としては、大気質、水質、騒音、振動、地形・地質の改変、植物・

動物への影響等、多くの要素がある。 

○これらはいずれも現在のところ取引市場が形成されていない非市場財であるため、

貨幣価値を算定する場合は、代替法、ヘドニック法、CVM、トラベルコスト法とい

った計測手法を用いる。 

○また、CO2については、昨今の地球温暖化問題への関心の高まりから、適切な貨幣

価値原単位を用いてその価値を計測することが望まれる。 

○CO2の貨幣価値原単位の計測方法については、いくつかの方法が考えられるが、政

策動向などの外部環境から影響を受けにくい点、および既存研究の蓄積が充実して

いるという点から、当面、わが国の公共事業の評価においては、被害費用に基づく

方法を用いることとし、貨幣価値原単位として「10,600 円/t-C」（2006 年価格）

を適用する。 

○ただし、上記原単位については、今後、必要に応じて見直しを行うこととする。ま

た、排出権取引市場が成熟してきた際には、排出権取引価格に基づき価値を設定す

る方法についても検討する。 

○ここで設定された値は、あくまでわが国の公共事業の評価において適用することが

妥当と判断されたものであり、他の分野にそのまま適用できるものとは限らないこ

とに留意する必要がある。 

○なお、いずれの環境質についても、今後とも、価値計測手法の熟度を高め、結果の

信頼性を向上させるための取り組みを継続的に行う。 

○特に、CVM 等の手法を用いて支払意思額を計測する際には、アンケート調査の質

問の仕方等が計測結果に影響を与える可能性があることを踏まえ、事前調査の実施

などにより、価値計測の精度向上に努める。 

 
（CO2 の貨幣価値原単位の計測方法） 

・CO2 の貨幣価値原単位の計測方法としては、「①被害費用に基づく方法」、「②

対策費用に基づく方法」、「③排出権取引価格を用いる方法」があるが、「②

対策費用に基づく方法」は、政策的に決定される削減目標や技術革新等の影響

を受けやすく、また「③排出権取引価格を用いる方法」については取引市場が

まだ十分に成熟していないとの指摘がある。 
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（被害費用に基づく CO2 の価値計測） 

・被害費用に基づく計測は、環境質の悪化による被害を、実際の被害額や、支払

意思額によって把握する方法である。 
・例えば、CO2 の増加による気候変動に伴うエネルギー需要量への影響（例えば、

冷房への電力需要の増大）や、農作物等への影響から被害額を算定する。 
・諸外国における設定状況、既往研究の状況等を踏まえ、当面、我が国の公共事

業の事業評価に適用する CO2 の貨幣価値原単位を「10,600 円/t-C」（2006 年価

格）とする。 
・ただし、将来的な温暖化の被害を正確に予測することは困難であることから、

感度分析を行うことが望ましい。その際、イギリスにおける適用例を踏まえ、

下限としては代表値の 1/2 程度、上限としては代表値の 2 倍程度の値を適用す

ることとする。なお、感度分析の詳細は「第 7 節 感度分析」を参照されたい。 
・ここで設定された値は、あくまでわが国の公共事業の評価において適用するこ

とが妥当と判断されたものであり、他の分野にそのまま適用できるものとは限

らないことに留意する必要がある。 
・なお、CO2 の貨幣価値原単位については、研究が継続的に実施されていること

から、上記の値は現時点のものであり、状況に応じて値を見直すことが必要で

ある。 
 
（排出権取引価格を用いる方法） 

・排出権取引価格に基づく計測は、排出権取引市場が形成されている場合におい

て、その取引価格をもって、評価値とする手法である。 
・理論的には、以下のように、二国間において現状の排出量（ □□□ 、□□□ ）を □□ 

に削減する必要がある場合、排出権取引価格は両国の CO2 削減限界費用 □□□ 、 
□□□ の交点 d によって得られる（図の p が排出権取引価格）。 

・また、世界銀行のレポート「State and Trends of the Carbon Market 2007」
（平成 19 年 5 月発行）によれば、EU 排出権取引市場での価格は、フェーズ II
（平成 20 年～平成 24 年）において 15€/t-CO2程度となっている。 

・ただし、排出権取引については、英国の DEFRA（環境食料農村地域省）、CEPS
（欧州政策研究機構）等の複数の機関が、取引市場はまだ十分に成熟していな

いと指摘している（「ＥＵ域内排出量取引制度に関する調査報告書」（環境省・

経済産業省・日本経済団体連合会、2007 年））。 
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※） 図中、台形□□□□□□□は、A 国が自国の削減目標として削減する費用、台形□□□□□□□は、B 国が自国の削減目

標として削減する費用、台形□□□□□□ は、B 国が A 国と排出権を取り引きした上で、A 国の削減目標分を

削減する費用を表す。 

出典）「国際的な排出権取引制度と国内環境税」、諸富徹,環境経済政策学会編『環境経済・政策学会年報第 4

号』、1999 年 

図 2-2 二国間における排出権取引価格 
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第３項 防災事業のリスク評価 

 

○防災事業の主な効果項目は、「人的損失額」の軽減、「物的損害額」の軽減及び「被

災可能性に対する不安」の軽減の 3 つの項目を基本とする。 

○なお、想定する災害の被害状況や規模によっては、効果が無視できるほど小さな項

目、被害想定が困難な項目なども考えられるため、適宜、上記３つの効果項目から

適切な項目を選定し評価する。 

○「被災可能性に対する不安」の軽減効果の計測手法については、仮想的市場評価法

（CVM）や、保険市場データを用いたアプローチなどが考えられるが、現在までに

得られた研究実績・成果が少ないため、今後、評価手法の確立、評価値の精度向上

に向けた検討が必要である。 

 

（防災事業評価の項目） 

・防災事業の効果は、各マニュアルで現在評価されている人的損失額の軽減効果、

物的損害額の軽減効果に加え、災害がいつ発生するかわからないという状況下

における「被災可能性に対する不安」の軽減効果という３つの効果項目が考え

られる。 
・防災事業の便益は、人的損失額と物的損失額の和に事故・災害の発生確率を乗

じた「期待被害額」の軽減分と、「被災可能性に対する不安」の軽減分の合計で

ある。 
・人的損失額は、災害時における死傷者の逸失利益や病院への搬送や治療等に費

やす医療費などの「財産的損害額」と被災に伴う死傷者の家族等の悲しみや傷

害者本人の苦痛などの「精神的損害額」に分類される。 
・ただし、「被災可能性に対する不安」の軽減分については、現在のところ評価手

法に課題が残されているため、評価手法の確立、評価値の精度向上が進められ

るまでの間は、人的損失額と物的損害額の和に、事故・災害の発生確率を乗じ

た「期待被害額」の軽減分を防災事業の便益とする。 
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図 2-3 防災事業の評価にあたり考慮すべき項目 

 
（被災可能性に対する不安の計測） 
＜仮想的市場評価法（CVM）を用いた支払意思額による計測＞ 
・これは、被災可能性に対する不安感を解消するために支払ってもよいと考える

額を、ヒアリングやアンケート調査などによって直接質問する方法である。 
・ただし、アンケート調査により、「被災可能性に対する不安」のみを計測するこ

とは、仮想的な事故・災害の状況を被験者に対して適切に伝えることが困難で

あるなど、計測技術に係わる課題も多い。 
・そのため、「被災可能性に対する不安」については、「人的損失額」と併せて、

支払意思額による生命の価値として計測することが望ましい。 
 
＜保険市場データを用いた計測＞ 
・地域住民などは、事故・災害等による被害や、災害がいつ発生するかわからな

いといった不安に備えて保険料を支払い、このようなリスクを回避しようとす

る。すなわち、地域住民などが支払う保険料は、災害発生時の人的又は物的被

害額の期待値に加えて、事故・災害に遭遇するかもしれないという「被災可能

性に対する不安」の軽減に対する支払意思額を加算したものと解釈できる。 
・以上のような考え方に基づき、保険市場における家計の支払保険料データと保

険会社の支払保険金データを適用することにより、「被災可能性に対する不安」

の軽減効果の貨幣評価値を算出する方法も研究されている。 
・ただし、現行の災害保険の仕組みは、火災保険を基礎に、水災、地震等他の災害

が発生した場合の補償を特約として付加する形式である。すなわち、保険市場デ

ータから得られる家計の「被災可能性に対する不安」の軽減に対する支払意思額
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は、特定の災害のみに対するものではなく、火災、水害、地震などさまざまな災

害が発生した場合の不安の軽減を回避するための評価値であるという課題があ

る。 
・さらに、再保険市場の存在など、保険市場が有する特性を踏まえた数値の精査

等も課題であることから、保険市場データの適用にあたっては、保険の費用構

造などについて継続的な調査研究が必要である。 
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第６節 再評価における留意事項 

 
第１項 費用・便益の計測 

 

○「残事業の投資効率性」の費用及び便益は、「継続した場合（with）」の費用及び

便益から「中止した場合（without）」の費用及び便益をそれぞれ除外して求める。 

○「継続した場合（with）」の費用は、再評価年度前年までの実績値、既投資実績を

もとに必要に応じて見直された再評価年度以降の残事業費を計上する。便益は、再

評価年度における経済動向等の実績値から必要に応じて見直したものを計上する。 

○「中止した場合（without）」の費用は、再評価年度前年までの実績値、中止しても

部分的な供用で必要となる維持・修繕等の費用、必要な撤去・原状復旧費用等追加

コストを計上する。便益は、既投資額のうち、用地など売却可能な資産の売却益（資

産価値分）と、中止した場合でも部分的な供用によって得られる便益を計上する。 

○「中止した場合（without）」の対応として、環境保全や安全確保などの理由により、

施設を撤去・原状復旧したり、事業規模を縮小し部分的な供用を図るなどいくつか

対応案が考えられる。対応案の設定に際しては、事業の進捗状況や追加的に必要と

なる費用などを踏まえるとともに、設定した根拠等を明示する。 

○「中止した場合（without）」の追加コストは可能な限り貨幣換算して示すことが重

要であるが、現時点で貨幣換算が困難な場合は、必要に応じて定性的な評価項目と

して考慮する。 

○「事業全体の投資効率性」の費用及び便益は、「残事業の投資効率性」における「継

続した場合（with）」と同様の考えに基づき計上する。 

○評価の対象期間は、再評価時点において想定される整備スケジュールと事業内容に

基づき、事業全体が完成するまでの事業実施期間と供用期間により設定する。この

時、部分的に供用した施設等の費用には、評価対象期間末までに当該施設が機能を

果たすために必要な修繕費、更新費等を適切に計上する。 

 

（残事業の投資効率性の評価における便益、費用の計測） 
・「中止した場合（without）」の対応としては、「環境改善や安全確保などの理由

により原状復旧し、放置する」場合、「原状復旧後、資産を売却し、他用途へ転

用する」場合、「事業規模を縮小し、部分的にでも供用を図る」場合などいくつ

か対応案が考えられる。これら中止した場合の対応案のうち実現可能な案の中

から、再評価の時点における事業の進捗状況、対応案のために追加的に必要と
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なる費用など経済効率性の観点などを踏まえ、適切なものを設定するとともに、

設定の根拠等を明示する。 
・なお、評価対象事業の中止による他事業への影響や関連する地域開発計画など

への波及的影響についても、必要に応じて考慮する。 
 
＜費用の計測＞ 
・「残事業の投資効率性」の費用は、「継続した場合（with）」の費用から「中止

した場合（without）」の費用を除外して求める。つまり、再評価時点までの

既投資額のうち、回収不可能な投資額（埋没コスト）については費用として

計上しないと考える。 
・中止した場合に必要な撤去、原状復旧費用等の追加コストとしては主に以下

のものが考えられる。 
①部分的な供用のために必要な追加費用 
②中止した場合に、環境保全や安全確保、資産の売却や他への転用などの理

由により必要な撤去費用、原状復旧費用（仮設、建設中施設等の撤去等） 
・用地などの売却可能とされる資産であっても、長期的にも他の用途での活用

が難しく、売却されずに放置される（埋没コストとなる）ことが想定される

場合は、「機会費用＝０」として、「中止した場合（without）」の資産売却益

として計上しない。 
・中止に伴い発生する、負担金、借入金の返還などは財務上の問題であり、主

体間の所得移転であって、社会全体としてみれば変化しないため考慮しない。 
・工事一時中止もしくは契約解除に伴い生産活動の機会損失が想定される場合

は、中止に伴い発生する工事契約者等への違約のための損害賠償金を計上す

る。 
＜便益の計測＞ 

・「残事業の投資効率性」の便益は、「継続した場合（with）」の便益から「中止し

た場合（without）」の便益を除外して求める。つまり、再評価時点までに発生し

た便益（既発現便益）については便益として計上しないと考える。 
・現時点では貨幣換算が計測技術上困難なため、費用便益分析の便益として計

上されていない効果（例えば、生活環境、自然環境、景観等）についても、

必要に応じて定性的な評価項目として考慮する。 
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（評価の対象期間等の設定） 

・評価の対象期間は、再評価時点において今後の想定される整備スケジュールと事業内

容に基づき、事業全体が完成するまでの事業実施期間と耐用年数を考慮した供用期間

により設定する。 
・部分的な施設の供用などにより、評価対象期間前までに耐用年数に達する施設がある

場合は、当該施設が評価対象期間の間、機能を果たすために必要となる修繕費、更新

費等を適切に見込む。 
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図 2-4 「残事業の投資効率性」の評価における費用便益分析の手順 
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図 2-5 「残事業の投資効率性」の評価における費用便益分析の方法 

  



 

- 34 - 

表 2-7 再評価における費用便益分析の方法の考え方 
 残事業の投資効率性 事業全体の投資効率性 

評価の 
考え方 

・再評価時点までに発生した既投資分のコ

スト、既発現便益は考慮せず、事業を継続

した場合に今後追加的に必要になる事業

費と追加的に発生する便益のみを対象と

し、事業を「継続した場合（with）」と「中

止した場合（without）」を比較する。 

・再評価時点までの既投資額を含めた総事業

費と既発現便益を含めた総便益を対象と

し、事業を「継続した場合（with）」と「実

施しなかった場合（without）」を比較する。 

評 価 の 
対象期間 

・評価の対象期間は、再評価時点において想定される整備スケジュールと事業内容に基づ

き、事業全体が完成するまでの事業実施期間と供用期間により設定する。この時、部分

的に供用した施設等の費用には、評価対象期間末までに当該施設が機能を果たすために

必要な修繕費、更新費等を適切に計上する。 
評価基準 

年度 
・評価基準年度は再評価年度とする。 
・便益、費用は全て評価基準年度価値に換算する。 

社会的 
割引率 

 

・再評価年度の社会的割引率を用いる。 ・新規事業採択時評価年度以降、社会的割

引率の見直しが無い場合は、再評価年度

以前、以降に係わらず、その社会的割引

率を用いる。 

・見直しがあった場合には、再評価年度前

年まではその見直しに即して各年の新

規事業採択時評価に用いられた社会的

割引率を、再評価年度以降は再評価年度

の社会的割引率を用いる。 
費用 ・既投資実績をもとに必要に応じ見直さ

れた工期、残事業費を参考に再評価年

度以降の費用を計上するが、中止した

場合（without)の施設の撤去や原状復

旧などの対応方法に応じて必要な費用

を控除する。 

・再評価年度前年までの費用は実績値と 

し、再評価年度以降は、既投資実績をも

とに必要に応じて見直された残事業費、工

期を用いる。 

便益 ・便益は、再評価年度における経済動向

等の実績値から必要に応じて見直し計

上した上で、中止した場合でも部分的

な供用によって得られる便益を除き、

さらに中止によって売却、他への転用

を想定した用地等資産価値分は除外す

る。 
・なお、この中止した場合の売却、他へ

の転用が可能な用地、構造物等の資産

価値分は売却、転用可能性を十分吟味

し、評価の対象期間末の残存価値算定

と同様に算定する。 

・便益は、再評価年度における経済動向等

の実績値から必要に応じて見直し計上

したものを用いる。 
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第２項 再評価結果の取り扱い 

 

○費用便益分析などの事業の投資効果、事業を巡る社会経済情勢等の変化、事業進捗

の見込みなどをもとに、事業の継続・中止を判断する。 

○再評価の結果は、投資効率性の観点から基本的に以下のように取り扱う。 

①「残事業の投資効率性」が基準値以上の場合 

「事業全体の投資効率性」が基準値以上の場合は、事業は継続。基準値未満の  

場合は、基本的に継続とするが、事業内容の見直し等を行う。 

②「残事業の投資効率性」が基準値未満の場合 

「事業全体の投資効率性」が基準値以上の場合は、事業内容の見直し等を行っ  

た上で対応を検討する。基準値未満の場合は基本的に中止とする。 

 

（再評価における費用便益分析の評価結果の取り扱い） 

・「残事業の投資効率性」及び「事業全体の投資効率性」の評価結果の取り扱いは、下

表のような対応を基本とする。 

 
表 2-8 再評価における費用便益分析の評価結果の投資効率性の観点からの取扱い 

残事業の 
投資効率性 

事業全体の 
投資効率性 

投資効率性の観点からの 
評価結果の取扱い 

基準値以上 
基準値以上 継続 
基準値未満 

 
基本的に継続とするが、 
事業内容の見直し等を行う 

基準値未満 
基準値以上 

事業内容の見直し等を 
行った上で対応を検討 

基準値未満 基本的に中止 
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第７節 感度分析 
 
第１項 目的 

 

○事業の適切な執行管理や国民へのアカウンタビリティを果たすとともに、事業評価

の精度や信頼性の向上を図るため、将来の不確実性を考慮した事業評価を実施す

る。 

○費用便益分析結果に大きな影響を及ぼす要因について感度分析を実施し、その要因

が変化した場合の費用便益分析結果への影響の大きさ等を把握するとともに、費用

便益分析結果を幅を持って示す。 

 

（感度分析の必要性） 

・感度分析を実施し、主要な影響要因が変化した場合の費用便益分析結果への影響の

度合いを把握することで、事前に事業をとりまく不確実性を的確に認識し、継続的

な確認による適切な事業の執行管理や効率性低下等への対応策の実施などを適時

的確に講じることにより、事業の効率性の維持向上を図る。 
・感度分析を実施し、費用便益分析の結果を幅を持って示すことにより、国民へのア

カウンタビリティの向上を図る。 
・費用便益分析における感度分析の結果と、再評価、事後評価の結果による実現した

状況とを比較・分析することにより、費用便益分析や感度分析の手法や数値を見直

すなど、その精度や信頼性の向上を図る。 
 

（感度分析の検討） 

・感度分析の導入については、各事業特性に応じた検討を踏まえるものとする。 
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第２項 感度分析の実施 

 

○新規事業採択時評価、再評価において、費用便益分析と併せて、要因別感度分析を

実施する。 

○要因別感度分析や再評価・事後評価の実施結果等の蓄積を踏まえ、順次、新規事業

採択時評価、再評価において、上位ケース・下位ケース分析を実施するように努め

る。 

○感度分析の結果は、影響要因とその変動幅を費用便益分析の結果と併せて公表す

る。 

 

（感度分析の手法） 
・感度分析には、表 2-9 に示す３つの手法がある。 
 

表 2-9 感度分析の手法 
感度分析の手法 各手法の概要 アウトプット 

要因別感度分析 分析で設定した前提条件や仮定のうち、一つだけを変

動させた場合の分析結果への影響を把握する手法 
一つの前提条件・仮定が変動し

たときの分析結果がとりうる値

の範囲（図 2-6） 
上位ケース・ 
下位ケース分析 

分析で設定した前提条件や仮定のうち、主要なもの全

てを変動させた場合に、分析結果が良好になる場合(上

位ｹｰｽｼﾅﾘｵ)や悪化する場合(下位ｹｰｽｼﾅﾘｵ)を設定し、分

析結果の幅を把握する手法 

主要な全ての前提条件・仮定が

変動したときの分析結果がとり

うる値の範囲（図 2-6） 

モンテカルロ 
感度分析 

分析で設定した前提条件や仮定の主要なもの全ての変

数に確率分布を与え、ﾓﾝﾃｶﾙﾛｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによって、分析

結果の確率分布を把握する手法 

主要な全ての前提条件・仮定が

変動したときの分析結果の確率

分布 

参考資料：Anthony E. Broadman et al.,"Cost Benefit Analysis - Concepts and Practice -", Prentice Hall 

 

 
図 2-6 感度分析および上位ケース・下位ケース分析のアウトプットイメージ 
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（要因別感度分析） 

①影響要因の設定 

・分析対象事業の特性や事業環境等を考慮し、当該事業の評価結果に大きな影

響を及ぼすと考えられる需要量、事業費、工期など主要な影響要因を適切に

設定する。※1) 

・影響要因は、同種事業の再評価や事後評価の結果から得られるデータに基づ

いて設定することが望ましいが、データの蓄積が不十分である場合について

は、類似事業等での感度分析の実施事例や、実務経験者、有識者の意見等に

基づいて設定する。 
②影響要因の基本ケース値の設定 

・影響要因の基本ケース値は、評価の時点においてもっとも確からしいと考え

られる前提条件や仮定として設定された値とする。 
③影響要因の変動幅の設定 

・変動幅は、社会経済データや同種事業の費用便益分析結果、事例分析等に基

づき設定する。 
・ただし、社会経済データや同種事業の費用便益分析結果、事例分析等の蓄積

が不十分な影響要因については、基本ケース値の±10％を変動幅の標準とす

る。それ以上に不確実性の度合いが大きい又は小さいと想定される影響要因

については、実務経験者や有識者の意見等に基づいて変動幅を設定する。な

お、影響要因の予測値が幅を持って示されている場合には、その幅を当該影

響要因の変動幅としてもよい。 
④要因別感度分析の実施方法 

・分析対象とする影響要因以外の全ての影響要因を基本ケース値に設定し、当

該影響要因のみを変動幅で変動させた場合の費用便益分析を実施し、費用便

益分析結果への影響を把握する。 
・その際、各影響要因について、費用便益分析の結果が基準値を下回る値（基

準値分岐点）や基本ケース値から基準値分岐点までの変動量（許容変動量）

についても確認する。 
  

 
※1)将来の GDP（実質）が変化することを想定し、原単位等もこれに対応して設定している場合、GDP

を影響要因として感度分析を行う際には、これらの原単位等も変動することに留意する。 
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⑤要因別感度分析の結果の提示方法 

・個別の影響要因が変動が費用便益分析結果にどのような影響を及ぼすかを把

握するため、また、費用便益分析の結果が基準値を下回る変動幅を確認する

ために、各影響要因について費用便益分析の変動がわかるように感度分析結

果を提示する。 
・各影響要因の変動が費用便益分析結果にどのような影響を及ぼすかを比較す

るため、影響要因ごとの費用便益分析の変動がわかるように感度分析結果を

提示する。 
 

 

図 2-7 要因別感度分析の実施手順 

 

（上位ケース・下位ケース分析） 

・上位ケース・下位ケース分析を実施する場合は、次の手順に従って実施する。 
①要因別感度分析の実施 
②上位ケースシナリオと下位ケースシナリオの設定： 
費用便益分析結果が良好になるケース(上位ケースシナリオ)や悪化するケー

ス（下位ケースシナリオ)を設定。 
③上位ケース・下位ケース分析の実施： 
上位ケースシナリオと下位ケースシナリオについて、費用便益分析を実施し、

費用便益分析結果を幅をもって示す。 
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図 2-8 上位ケース・下位ケース分析の実施手順 
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第３項 感度分析結果の取り扱い 

 

○事業の採択や継続の可否の意思決定に当たり、感度分析の結果も判断材料の一つと

して扱う。 

 

（感度分析結果の意思決定への反映） 

・再評価時において費用便益分析の結果が新規事業採択時評価において実施した

感度分析の変動幅を超えた場合、または、事業実施中において事業を取り巻く

環境の変化等により、この変動幅を超える予兆が見出された場合は、その原因

について分析するとともに、各影響要因について設定した変動幅の適正さにつ

いて検証し、必要に応じて、事業の見直し等を検討する。 
・なお、感度分析結果を精査する必要があるなどより精緻な感度分析を行う場合

は、影響要因の分布形も考慮した分析（モンテカルロ分析）を行ってもよい。 
 

 
図 2-9 感度分析結果の取り扱い  
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第８節 データ及び分析結果等の公開、蓄積 
 

○事業評価にあたっては、費用便益分析の算定に係る条件設定やデータ等に関する情

報を分かりやすい形で公表するものとする。 

○感度分析や、費用便益分析の精度の向上や手法の高度化を図るとともに、事業評価

の信頼性をより一層向上させるために、社会経済データや事後評価などの事業評価

結果、あるいは経験的な知見等の収集・蓄積・分析を行い、適宜、見直しを図る。 

○これらのデータや知見等のデータベース化を漸次図っていく。 

 

（データ等公開の必要性） 

・事業評価の信頼性及び透明性を向上させるため、便益の算定に際して需要予測

を行う場合、需要予測の手法、入力するデータの時点・作成主体を公表する等、

費用便益分析の算定に係る条件設定やデータ等に関する情報を分かりやすい形

で公表する必要がある。 
 

（データ等蓄積の必要性） 

・感度分析における影響要因の設定や変動幅の設定、影響要因間の関係分析など

を適切に実施するためには、社会経済データや事後評価などの事業評価結果、

あるいは経験的な知見等を収集・蓄積・分析し、適宜、見直しを図る必要があ

る。 
・特に、上位ケース・下位ケース分析を実施する上では、データや分析結果の蓄

積が不可欠である。 
・また、費用便益分析の精度の向上や手法の高度化を図るとともに、事業評価の

信頼性をより一層向上させる上でも、このようなデータや知見等の収集・蓄積・

分析およびこれらのデータベース化を漸次図っていく必要がある。 
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